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(57)【要約】
【課題】ＮＯＴＥＳ手技による外科手術を行なう際に手
技対象臓器以外の他臓器や血管等を確実容易に特定し他
臓器や血管等への不要な損傷を抑止し得ると同時に手技
手順の効率化を図り手技にかかる時間の短縮化を実現し
得る超音波内視鏡システムを提供する。
【解決手段】超音波内視鏡２と、超音波内視鏡による観
察下で管腔臓器の所望の部位を穿孔する穿孔手段を有す
る穿孔処置具と、超音波内視鏡による観察下で腹腔内臓
器の外科手術を行なう外科用処置具２３と、超音波内視
鏡による観察下で穿孔処置具により穿孔した穿孔部位を
縫合する縫合具２４とを有して構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波内視鏡と、
　前記超音波内視鏡による観察下で管腔臓器の所望の部位を穿孔する穿孔手段を有する穿
孔処置具と、
　前記超音波内視鏡による観察下で腹腔内臓器の外科手術を行なう外科用処置具と、
　前記超音波内視鏡による観察下で前記穿孔処置具により穿孔した穿孔部位を縫合する縫
合具と、
　を有することを特徴とする超音波内視鏡システム。
【請求項２】
　管腔臓器の所望の部位を穿孔する前に、当該管腔臓器内から穿刺して腹腔内を気腹する
気腹手段を有する気腹器具を、さらに具備することを特徴とする請求項１に記載の超音波
内視鏡システム。
【請求項３】
　前記気腹器具で気腹する前に、管腔臓器の所望の部位にマーキングを施すマーキング手
段を有するマーキング器具を、さらに具備することを特徴とする請求項２に記載の超音波
内視鏡システム。
【請求項４】
　前記超音波内視鏡は、コンベックス型超音波内視鏡であることを特徴とする請求項１に
記載の超音波内視鏡システム。
【請求項５】
　前記コンベックス型超音波内視鏡は、撮像素子と処置具チャンネルとを内視鏡挿入軸に
対して略並行に配置した直視コンベックス型内視鏡装置であることを特徴とする請求項４
に記載の超音波内視鏡システム。
【請求項６】
　前記気腹器具は、気腹手段に加えて、マーキング手段を併せ持ってなることを特徴とす
る請求項２に記載の超音波内視鏡システム。
【請求項７】
　前記気腹器具は、中空部に連設する切換機構を有してなり、マーキング材と気体とのい
ずれか一方を選択的に切り換えて供給し得るように構成されていることを特徴とする請求
項６に記載の超音波内視鏡システム。
【請求項８】
　前記気腹器具は、気腹手段に加えて、高周波発生装置に接続されて高周波マーキング若
しくは高周波穿孔を行ない得る高周波処置具を併せ持ってなり、内視鏡穿孔処置具でもあ
ることを特徴とする請求項２に記載の超音波内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波内視鏡システム、詳しくはＮＯＴＥＳ手技を行なうのに適した超音
波内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、経自然開口的に管腔臓器内に導入した内視鏡による画像を観察しながら管腔臓器
壁面に開口を形成し、この開口から腹腔内に前記内視鏡を導入して腹腔内臓器の観察や処
置を行なういわゆるＮＯＴＥＳ手技（ノーツしゅぎ；Ｎatural Ｏrifice Ｔranslumenal 
Ｅndscopic Ｓurgery）と呼ばれる外科手術についての研究が進んでおり、そのために用
いられる内視鏡や処置具システムについての種々の提案が、例えば特開平２００４－２６
７７７２号公報等によってなされている。
【特許文献１】特開平２００４－２６７７７２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、ＮＯＴＥＳ手技では、内視鏡観察画像のみを用いて腹腔内臓器の外科手術、
例えば胆嚢摘出手術等を行なうため、照明や視野が限定されてしまうという制約がある。
したがって、これによりＮＯＴＥＳ手技による外科手術においては、対象臓器近傍に位置
する血管や他臓器等に損傷を与えないようにすることは、従来行なわれている腹腔鏡手術
等以上に困難な手技であると言える。
【０００４】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、ＮＯ
ＴＥＳ手技による胆嚢摘出手術等の外科手術を行なうのに際して、手技対象の臓器以外の
他臓器や血管等を確実容易に特定することで、当該他臓器や血管等への不要な損傷を抑止
し得ると同時に、手技手順の効率化を図り手技にかかる時間の短縮化を実現することので
きる超音波内視鏡システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明による超音波内視鏡システムは、超音波内視鏡と、
前記超音波内視鏡による観察下で管腔臓器の所望の部位を穿孔する穿孔手段を有する穿孔
処置具と、前記超音波内視鏡による観察下で腹腔内臓器の外科手術を行なう外科用処置具
と、前記超音波内視鏡による観察下で前記穿孔処置具により穿孔した穿孔部位を縫合する
縫合具と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ＮＯＴＥＳ手技による胆嚢摘出手術等の外科手術を行なうのに際して
、手技対象の臓器以外の他臓器や血管等を確実容易に特定することで、当該他臓器や血管
等への不要な損傷を抑止し得ると同時に、手技手順の効率化を図り手技にかかる時間の短
縮化を実現し得る超音波内視鏡システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。
【０００８】
　図１は、本発明の第１の実施形態の超音波内視鏡システムの全体構成を示す概略構成図
である。図２は、本実施形態の超音波内視鏡システムにおける処置具等の一例を示す概略
構成図である。図３は、本実施形態の超音波内視鏡システムにおける処置具等の他の一例
を示す概略構成図である。
【０００９】
　図１に示すように、本実施形態の超音波内視鏡システム１は、内視鏡観察機能を備えた
内視鏡観察ユニット２０と超音波観測機能を備えた超音波観測ユニット１９とを具備する
超音波内視鏡２と、内視鏡観察ユニット２０の制御及びその出力信号を処理する内視鏡観
察装置３と、超音波観測ユニット１９の制御及びその出力信号を処理する超音波観測装置
４と、内視鏡観察装置３及び超音波観測装置４からの各信号を受けて適宜内視鏡画像や超
音波断層像を表示する表示装置５と、内視鏡観察ユニット２０の先端前面から出射する照
射光の光源である光源装置６と、ビデオケーブル７と、超音波ケーブル８と、光源ケーブ
ル９等によって主に構成されている。
【００１０】
　この超音波内視鏡システム１における超音波内視鏡２は、例えばコンベックス型超音波
内視鏡であって、撮像素子の観察方向と、処置具チャンネルの先端開口の向く方向とが、
内視鏡挿入軸に対して略並行となるように配置された形態の直視コンベックス型内視鏡装
置等が適用される。なお、本システムを使用する状況等によっては、処置具チャンネルを
有するオーバーチューブを内視鏡に装着して利用するなど、内視鏡自体に処置具チャンネ
ルは必ずしも必要としない場合もあり得る。したがって、本システムに適用される超音波
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内視鏡２としては、処置具チャンネルを具備しない超音波内視鏡であってもよい。
【００１１】
　この超音波内視鏡２は、体腔内に挿入される細長の挿入部１１と、この挿入部１１の基
端側に連設され当該挿入部１１を操作するための操作部１２と、この操作部１２の側部か
ら延出するユニバーサルケーブル１３と、このユニバーサルケーブル１３の一端に設けら
れるコネクタ部１４等によって主に構成されている。
【００１２】
　挿入部１１は、先端側から順に、硬質部材で形成される先端硬質部１６と、この先端硬
質部１６の基端側に連設され湾曲自在に構成される湾曲部１７と、この湾曲部１７の基端
側に一端が連設され他端が操作部１２の先端側に連設され細径でかつ長尺に可撓性を有し
て形成される可撓管部１８とによって主に構成されている。そして、この挿入部１１の内
部には、基端から先端までの間を挿通する処置具チャンネル（特に図示せず）が形成され
ている。
【００１３】
　先端硬質部１６の先端側には、内視鏡観察ユニット２０と超音波観測ユニット１９とが
配設されている。
【００１４】
　超音波観測ユニット１９は、超音波を送受する超音波振動子を複数配列して超音波走査
面を形成してなり、体腔壁より内部の断層像（超音波断層画像）を生成するのに寄与する
超音波信号を取得し得るように構成されている。
【００１５】
　内視鏡観察ユニット２０は、観察光学系部材や照明光学系部材や撮像素子等を有してな
り、体腔壁表面を光学的に撮像して観察用の内視鏡画像を表示するための画像信号を生成
するのに寄与する撮像信号を取得し得るように構成されている。
【００１６】
　操作部１２は、挿入部１１の湾曲部１７を上下左右に自在に湾曲操作する操作部材であ
るアングルノブ１２ａと、吸引操作を行なうための吸引ボタン１２ｂと、送気及び送水操
作を行なうための送気送水ボタン１２ｃと、表示装置５の表示切り換えを行なったり表示
画像のフリーズ指示やレリーズ指示等を行なう等の各種の操作を行なうための複数の操作
部材１２ｄ等、当該超音波内視鏡２の各種の操作を行なう操作部材等を具備して構成され
ている。
【００１７】
　また、操作部１２には、超音波内視鏡２を使用する際に、挿入部１１の内部の処置具チ
ャンネル（図示せず）に挿通させて、各種の処置具等２２を体腔内へと導入するための挿
入口となる処置具挿入口２１が先端側近傍に突設されている。
【００１８】
　ユニバーサルケーブル１３は、上述したように操作部１２の側部から延出するように配
設されており、その内部には電気信号等を伝達する各種複数の信号線等や照明光用の光フ
ァイバーケーブル束等が挿通されてなるケーブルである。このユニバーサルケーブル１３
の先端部には、超音波内視鏡２に対する内視鏡観察装置３，超音波観測装置４，光源装置
６の各装置間との接続をそれぞれ確保するためのコネクタ部１４が配設されている。
【００１９】
　内視鏡観察装置３は、超音波内視鏡２の内視鏡観察ユニット２０の撮像素子を駆動制御
することで、この撮像素子から伝送される撮像信号を受けて各種の信号処理を行ない内視
鏡観察画像用の映像信号を生成する画像処理手段である。
【００２０】
　超音波観測装置４は、超音波内視鏡２の超音波観測ユニット１９の超音波振動子を駆動
制御することで、所定の周波数の超音波を観察対象物に向けて送信すると共に、観察対象
物から反射する超音波を受信して得られる電気信号を超音波振動子から受けて、各種の信
号処理を行なうことにより超音波断層像用の映像信号を生成する超音波画像処理装置であ
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る。
【００２１】
　表示装置５は、超音波観測装置４及び内視鏡観察装置３により生成された各映像信号を
受けて各対応する観察用画像、即ち超音波断層像や内視鏡画像を適宜切り換えて、若しく
は同時に表示する装置である。
【００２２】
　光源装置６は、超音波内視鏡２の内視鏡観察ユニット２０の先端前面部に設けられる照
明光学系部材を介して当該超音波内視鏡２の前方を照明するための照明光を供給する装置
である。
【００２３】
　超音波ケーブル８は、超音波観測装置４と超音波内視鏡２との間を電気的に接続する接
続ケーブルである。
【００２４】
　ビデオケーブル７は、内視鏡観察装置３と超音波内視鏡２との間を電気的に接続する接
続ケーブルである。
【００２５】
　光源ケーブル９は、光源装置６と超音波内視鏡２との間を接続し、光源装置６から超音
波内視鏡２における内視鏡観察ユニット２０の照明光学系へと照明光を導く光ファイバー
束からなる光ファイバーケーブルである。
【００２６】
　超音波内視鏡２の操作部１２に設けられる処置具挿入口２１は、操作部１２の内部から
挿入部１１の内部を介して先端硬質部１６の前面側に設けられる先端開口（特に図示せず
）にまで挿通されるように形成される処置具チャンネルに連通している。したがって、処
置具挿入口２１から挿入された各種の処置具等２２は、処置具チャンネルを挿通し挿入部
１１の先端開口から突没させることができるようになっている。
【００２７】
　処置具挿入口２１から挿入される処置具等２２としては、例えば超音波内視鏡２による
観察下で管腔臓器の所望の部位を穿孔する穿孔手段を有し内視鏡用針型処置具である穿孔
処置具や、管腔臓器の所望の部位を穿孔する前に当該管腔臓器内から穿刺して腹腔内を気
腹する気腹手段を有する気腹器具や、気腹器具で気腹する前に管腔臓器内の所望の部位に
マーキングを施すマーキング手段を有するマーキング器具等がある。
【００２８】
　また、処置具挿入口２１には、超音波内視鏡２による観察下で腹腔内臓器の外科手術を
行なう外科用処置具２３や、超音波内視鏡２による観察下で穿孔処置具により穿孔した穿
孔部位を縫合する縫合具２４等を挿入することで、超音波内視鏡２による観察下での腹腔
内臓器の外科手術等、各種の処置を行なうことができるようになっている。
【００２９】
　さらに、処置具等２２の形態としては、各機能をそれぞれ単独に有して構成される上述
のような各種の処置具の外に、例えば二つ以上の機能を併せ持って構成される処置具もあ
る。例えば、図２に示す処置具は、気腹機能と点墨等によるマーキング機能とを併せ持っ
た形態の一例である。また、図３は、気腹機能に加えて高周波ニードル等によるマーキン
グ機能及び処置機能を併せ持った形態の処置具の一例を示している。
【００３０】
　図２に示す気腹器２２Ａは、本体部２２Ａａに対して長軸方向に摺動するスライド部２
２Ａｃを有し、このスライド部２２Ａｃに連設される針管２２Ａｄを同方向に移動させる
ことによって穿刺機能を有すると共に、スライド部２２Ａｃの基端側が二股に形成されて
おり、例えば三方活栓状の切換機構を有して構成されている。そして、一方にマーカー供
給器２２Ａｆが接続され、他方には気体供給器２２Ａｇが接続されている。これにより、
マーキング機能と気腹機能とを選択的に切り換えることができるようになっている。
【００３１】
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　即ち、この気腹器２２Ａは、略円筒形状からなる本体部２２Ａａと、この本体部２２Ａ
ａの一端（先端）側に連設され可撓性を有する細長管状のシース２２Ａｂと、本体部２２
Ａａの他端側から内部において矢印Ｘ方向に摺動自在に配設され管状に形成されるスライ
ド部２２Ａｃと、このスライド部２２Ａｃの一端（先端）側に連設され可撓性を有する細
長管状にかつ先端が鋭角を有する針状に形成される針管２２Ａｄと、スライド部２２Ａｃ
の他端部に装着され所定の回動範囲で矢印Ｒ方向に回動自在に配設される切換操作部材２
２Ａｅと、スライド部２２Ａｃとの間でコネクタ及び連結チューブを介して接続され点墨
等のマーキング部材を供給するマーカー供給器２２Ａｆと、スライド部２２Ａｃとの間で
コネクタ及び連結チューブを介して接続され二酸化炭素（ＣＯ2）等の気体を供給する気
体供給器２２Ａｇ等によって構成されている。
【００３２】
　スライド部２２Ａｃの他端側の側面には、円周方向において互いに対向する位置に二つ
の側部管路３１ｄ，３１ｅが穿設されている。この側部管路３１ｄ，３１ｅは、スライド
部２２Ａｃの中空部３１ｃに連設している。
【００３３】
　切換操作部材２２Ａｅは、長軸方向に一端から中程の部位までの間に中空部３１ｆが形
成されている。また、切換操作部材２２Ａｅの側面には、中空部３１ｆに連設する側部管
路３１ｇが穿設されている。そして、この側部管路３１ｇは、切換操作部材２２Ａｅがス
ライド部２２Ａｃの他端部の所定の部位に装着されたとき、側部管路３１ｄ，３１ｅに相
対する位置に形成されている。
【００３４】
　したがって、スライド部２２Ａｃの他端部に切換操作部材２２Ａｅが回動自在に装着さ
れた状態において、切換操作部材２２Ａｅを図２の矢印Ｒ方向に回動させると、所定の位
置においては、切換操作部材２２Ａｅの側部管路３１ｇとスライド部２２Ａｃの側部管路
３１ｄとが連通する一方、スライド部２２Ａｃの側部管路３１ｅは閉塞された状態になる
。同様に、別の所定の位置においては、切換操作部材２２Ａｅの側部管路３１ｇとスライ
ド部２２Ａｃの側部管路３１ｅとが連通する一方、スライド部２２Ａｃの側部管路３１ｄ
は閉塞された状態になる。
【００３５】
　上述したように、本体部２２Ａａの他端部には、スライド部２２Ａｃが摺動自在に装着
されている。スライド部２２Ａｃの一端には針管２２Ａｄが連設されている。これにより
、スライド部２２Ａｃの中空部３１ｃと針管２２Ａｄの中空部３１ｈは連通した状態にな
っている。
【００３６】
　そして、上述したように本体部２２Ａａの一端にはシース２２Ａｂが連設されているの
で、本体部２２Ａａの中空部３１ａとシース２２Ａｂの中空部３１ｂとは連通した状態に
なっている。また、この状態において、シース２２Ａｂの中空部３１ｂに針管２２Ａｄが
挿通配置されている。
【００３７】
　マーカー供給器２２Ａｆは、スライド部２２Ａｃの側部管路３１ｄに対してコネクタ及
び連結チューブを介して接続されている。
【００３８】
　気体供給器２２Ａｇは、同様にスライド部２２Ａｃの側部管路３１ｅに対してコネクタ
及び連結チューブを介して接続されている。
【００３９】
　このように構成される気腹器２２Ａにおいては、本体部２２Ａａに対してスライド部２
２Ａｃを矢印Ｘ方向に摺動させることによって、針管２２Ａｄはシース２２Ａｂ内を同方
向に移動するようになっている。これにより、針管２２Ａｄは、シース２２Ａｂの先端開
口から突没するようになっている。
【００４０】
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　また、切換操作部材２２Ａｅを矢印Ｒ方向に回動させ、所定の位置に配置することによ
り、マーカー供給器２２Ａｆが接続される側部管路３１ｄから各中空部３１ｆ，３１ｃ，
３１ｈを介してマーカー管路が形成されるようになっている。これにより、マーカー供給
器２２Ａｆから供給される点墨等のマーキング部材を、針管２２Ａｄの先端開口へと供給
することができ、マーキング機能を実現している（図２に示す状態）。
【００４１】
　同様に、切換操作部材２２Ａｅを矢印Ｒ方向に回動させて、他の所定の位置に配置する
ことにより、気体供給器２２Ａｇが接続される側部管路３１ｅから各中空部３１ｆ，３１
ｃ，３１ｈを介して気体管路が形成されるようになっている。これにより、気体供給器２
２Ａｇから供給される気体を、針管２２Ａｄの先端開口へと供給することができ、気腹機
能を実現している。
【００４２】
　一方、図３に示す気腹器２２Ｂは、本体部２２Ｂａに対して長軸方向に摺動するスライ
ド部２２Ｂｃを有し、このスライド部２２Ｂｃに連設される針管２２Ｂｄを同方向に移動
させることによって穿刺機能を有すると共に、スライド部２２Ｂｃの基端側には、気腹機
能を実現する気腹器３３とマーキング機能及び処置機能を実現する高周波発生装置３４と
が接続されている。
【００４３】
　即ち、この気腹器２２Ｂは、略円筒形状からなる本体部２２Ｂａと、この本体部２２Ｂ
ａの一端（先端）側に連設され可撓性を有する細長管状のシース２２Ｂｂと、本体部２２
Ｂａの他端側から内部において矢印Ｘ方向に摺動自在に配設され管状に形成されるスライ
ド部２２Ｂｃと、このスライド部２２Ｂｃの一端（先端）側に連設され可撓性を有する細
長管状にかつ先端が鋭角を有する針状に形成され導電性部材からなる針管２２Ｂｄと、ス
ライド部２２Ｂｃの他端部にコネクタ３３ａ及び連結チューブ３３ｂを介して接続され気
体を供給するための気体供給器３３と、スライド部２２Ｂｃとの間でコネクタ３４ｂ及び
電源コード３４ａを介して接続される高周波発生装置３４等によって構成されている。
【００４４】
　スライド部２２Ｂｃの基端側の側面の所定の部位には、外部に向けて突設されるコネク
タ部２２Ｂｃａが設けられている。このコネクタ部２２Ｂｃａには、電源コード３４ａの
コネクタ３４ｂが着脱自在に配設されるようになっている。
【００４５】
　コネクタ部２２Ｂｃａの内部には、導電性部材により形成される電極３２が設けられて
いる。この電極３２の一端側は、当該スライド部２２Ｂｃの内面に固設される針管２２Ｂ
ｂに接続されている。また、電極３２の他端側は、コネクタ部２２Ｂｃａに対して電源コ
ード３４ａのコネクタ３４ｂが嵌合したとき、同コネクタ３４ｂ側の接点に接触するよう
になっている。これにより、高周波発生装置３４からの高周波が電源コード３４ａ，コネ
クタ３４ｂ，電極３２を介して針管２２Ｂｄの先端部まで伝達され、例えばマーキング機
能や穿孔等の処置機能を実現し得るようになっている。
【００４６】
　上述したように、本体部２２Ｂａの他端部には、スライド部２２Ｂｃが摺動自在に装着
されている。スライド部２２Ｂｃの一端には針管２２Ｂｄが連設されている。これにより
、スライド部２２Ｂｃの中空部３１ｃと針管２２Ｂｄの中空部３１ｈは連通した状態にな
っている。
【００４７】
　そして、上述したように本体部２２Ｂａの一端にはシース２２Ｂｂが連設されているの
で、本体部２２Ｂａの中空部３１ａとシース２２Ｂｂの中空部３１ｂとは連通した状態に
なっている。また、この状態において、シース２２Ｂｂの中空部３１ｂに針管２２Ｂｄが
挿通配置されている。
【００４８】
　また、スライド部２２Ｂｃの他端側には、コネクタ３３ａ及び連結チューブ３３ｂを介
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して気体供給器３３が接続されている。したがって、気体供給器３３は、連結チューブ３
３ｂ，コネクタ３３ａを介してスライド部２２Ｂｃの中空部３１ｃに連通している。
【００４９】
　このように構成される気腹器２２Ｂにおいては、本体部２２Ｂａに対してスライド部２
２Ｂｃを矢印Ｘ方向に摺動させることによって、針管２２Ｂｄはシース２２Ｂ内を同方向
に移動するようになっている。これにより、針管２２Ｂｄは、シース２２Ｂｂの先端開口
から突没するようになっている。
【００５０】
　また、気体供給器３３を作動させることにより、当該気体供給器３３からの気体が連結
チューブ３３ｂ及びコネクタ３３ａ，スライド部２２Ｂｃの中空部３１ｃ，針管２２Ｂｄ
の中空部３１ｈにより形成される流路を介して針管２２Ｂｄの先端部より前方へと噴出す
るようになっている。
【００５１】
　さらに、高周波発生装置３４を駆動制御することで発生する高周波は、コネクタ２２Ｂ
ｃａの電極３２，針管２２Ｂｄを介して針先へと伝達されるようになっている。したがっ
て、針管２２Ｂｄをシース２２Ｂｂから突出させた状態で、高周波発生装置３４の駆動制
御を行うことで、針管２２Ｂｄの先端部でのマーキング処置等を行うことができ、マーキ
ング機能や処置機能を実現している。
【００５２】
　このように、図２，図３の処置具においては、シースに挿通させた針管を中空構造とし
先端を針状に形成したことによって、管腔臓器内の所望の部位に対してマーキングを行う
マーキング機能を有すると共に、管腔臓器を穿刺して針先端を腹腔側にまで到達させるこ
とによって気腹を行なう気腹機能をも併せ持つように構成している。さらに、図３に示す
例では、高周波処置機能を備えて構成している。このように、マーキング機能と気腹機能
（さらに処置機能）を兼ね備えた処置具を用いることによって、内視鏡挿入部の処置具チ
ャンネルに対して手技工程毎に各対応する処置具の入れ換え作業を省略することができる
ので、処置工程の簡略化を実現することができ、よって処置時間の短縮化に寄与すること
ができるようになる。
【００５３】
　次に、本実施形態の超音波内視鏡システム１を用いて行なわれる手技について、図４～
図１１を用いて、以下に説明する。なお、図４～図１１においては、手技の手順を説明す
るために示す図であって、例えば体腔内の各種臓器や血管等の配置関係について概念的に
示している。
【００５４】
　本実施形態の超音波内視鏡システム１を用いて行なわれるＮＯＴＥＳ手技による外科手
術としては、例えば胆嚢摘出手術等がある。
【００５５】
　このＮＯＴＥＳ手技による外科手術の概略は、経自然開口的に消化管内に導入した内視
鏡による画像を観察しながら消化管の壁に開口を形成し、この開口から腹腔内に内視鏡を
導入して観察や処置を行ない、処置等の後、開口を縫合するというものである。
【００５６】
　具体的には、次に示すような各工程を順に実行することになる。
【００５７】
（１）まず、超音波内視鏡システム１における各種の機器に対して通電し、システムを使
用可能状態とする。この状態において、表示装置５に表示される内視鏡画像を観察しなが
ら超音波内視鏡２の挿入部１１を被検者１００等の自然開口、例えば口腔１０１等から管
壁に開口を形成する対象管腔臓器、例えば胃１０２の内部にまで挿入する。ここで、対称
管腔臓器は、通常の手順で内視鏡を、管壁の開口から腹腔内部へと挿入し得る臓器をいう
。
【００５８】
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この場合における超音波内視鏡２の挿入操作は、通常一般に実施されている軟性内視鏡検
査と同様の操作である（図４参照）。なお、図４においては胃１０２の一部を破いた形態
で図示している。
【００５９】
（２）対象管腔臓器（胃１０２）の内部に超音波内視鏡２の先端部が到達した状態におい
て、超音波内視鏡２の内視鏡機能による胃１０２の内側の観察に加えて、同超音波内視鏡
２の超音波観測機能を用いて胃１０２の胃壁１０２ａ越しに当該管腔臓器の外側の腹腔内
の様子を観察する。このとき、操作部１２の操作部材を操作することで、挿入部１１の先
端部の湾曲操作を行なう（図５参照）。図５に示す矢印Ｍは先端部が湾曲操作により移動
することを示している。
【００６０】
　胃１０２の内側からの超音波内視鏡２を用いた内視鏡機能による内視鏡画像の観察だけ
では、胃１０２の外側の腹腔内の様子は不明である。図５の要部拡大図に示すように、胃
１０２の外側近傍の腹腔内には、例えば肝臓１０３，腸１０４，胆嚢１０６（図５には図
示せず。図４，図６等参照）等の臓器がある。また、動脈１０５等が存在する。なお、図
５において符合１１０は超音波内視鏡２から超音波が出射している様子を概念的に示して
いるものである。
【００６１】
　そこで、この（２）の工程においては、超音波内視鏡２の超音波観測機能によって胃壁
１０２ａ越しに胃１０２の外側の腹腔内の状態を観察することにより、これら他臓器や血
管等が無い部位を特定する。
【００６２】
　つまり、ＮＯＴＥＳ手技において胃１０２の外側の対象臓器に超音波内視鏡２の挿入部
１１の先端部（から突設させる処置具）を到達させるために、まず、胃壁１０２ａを突破
させることになる。この（２）の工程は、その突破位置を特定するための工程である。
【００６３】
　胃壁１０２ａの外側（腹腔側）にある他臓器や血管等に損傷を与えないで安全確実に胃
壁１０２ａを切開することのできる位置を特定するために、超音波内視鏡２の超音波観測
機能による超音波断層像によって、腹腔側の他臓器や血管等の配置状況を確認し、胃壁１
０２ａの突破位置を走査して特定する。そして、その特定した部位に対して高周波や点墨
等によるマーキング１０２ｂ（図６，図７参照）を施すことになる。
【００６４】
　上記の手順（図５等参照）にて特定した胃壁１０２ａの突破位置に対してマーキング１
０２ｂを施すには、まず、超音波内視鏡２の処置具挿入口２１に対してマーキング手段を
有するマーキング器具（例えば単独のマーキング用処置具や図２，図３で示す形態の気腹
器２２Ａ，２２Ｂ等）を挿入し、処置具チャンネルを介して挿入部１１の内部に挿通配置
させる（図６参照）。
【００６５】
　そして、マーキング器具の先端部２２ａを、上記特定した部位近傍に配置して、所定の
操作を実行することにより所定のマーキング処置を施す（図７参照）。その後、必要に応
じてマーキング器具を処置具チャンネル，処置具挿入口２１より抜去する。なお、この抜
去操作は、図２，図３等で示すような形態のマーキング機能及び気腹機能兼用の処置具で
は不要である。
【００６６】
（３）次いで、胃壁１０２ａを突破して腹腔内を気腹する気腹処置を実行する。この気腹
処置は気腹器具にて行う。そのために、まず、所定の気腹器具（例えば図２，図３等参照
）を超音波内視鏡２にセットする。
【００６７】
　即ち、当該気腹器具を処置具挿入口２１へと挿入し、処置具チャンネルに挿通配置させ
る。そして、気腹器具の先端部分を超音波内視鏡２の処置具チャンネルの先端開口より突
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出させて、同先端部を上記（２）の工程で特定したマーキング１０２ｂの部位、安全が確
認された部位に対して、超音波内視鏡２による内視鏡画像の観察下にて、さらなる安全を
期するために超音波画像下で、穿刺し気腹する処置を施す（図８参照）。
【００６８】
　その後、必要に応じて気腹器具を処置具チャンネル，処置具挿入口２１より抜去する。
なお、この抜去操作は、図３で示すような形態の気腹器２２Ｂ、即ち高周波にてマーキン
グ及び処置を行い得ると共に、気腹処置を行い得る兼用処置具を用いる場合には不要であ
る。
【００６９】
（４）次に、胃壁１０２ａを切開するための穿孔処置具、例えば高周波スネア等（特に図
示せず）を超音波内視鏡２にセットする。
【００７０】
　即ち、当該穿孔処置具を処置具挿入口２１へと挿入し、処置具チャンネルに挿通配置さ
せる。そして、穿孔処置具の先端部分を超音波内視鏡２の先端開口より突出させて、同先
端部を上記（２）の工程で特定したマーキング１０２ｂの部位近傍に配置し、超音波内視
鏡２による内視鏡画像及び超音波断層像の観察下にて、当該特定部位１０２ｂに対して穿
孔処置具を用いた穿孔処置を実行する。その後、必要に応じて穿孔処置具を処置具チャン
ネル，処置具挿入口２１より抜去する。なお、この抜去操作は、図３で示す形態の気腹器
２２Ｂ、即ち高周波にてマーキング及び処置を行い得ると共に、気腹処置を行い得る兼用
処置具を用いる場合には不要である。
【００７１】
（５）上記（４）の工程にて穿孔した胃壁１０２ａの特定部位１０２ｂから超音波内視鏡
２の先端部を挿入して胃壁１０２ａを突破させた後、当該超音波内視鏡２の内視鏡画像に
て腹腔内の対象臓器を観察する（図９参照）。なお、図９では、処置具チャンネル，処置
具挿入口２１から穿孔処置具を抜去した状態を示しているが、図３に示すような兼用処置
具を用いる場合には、この状態においても処置具チャンネル，処置具挿入口２１には、当
該処置具が挿通配置された状態となっている。（後者の場合の状態は図示せず）
（６）次に、超音波内視鏡２による内視鏡画像と超音波断層像の観察下にて、腹腔内の対
象臓器（例えば胆嚢摘出手術を行う場合には胆嚢１０６）の外科手術を行う。そのために
、まず、超音波内視鏡２の処置具挿入口２１から外科用処置具２３（２２Ｂ）を挿入し、
当該外科用処置具２３（２２Ｂ）を処置具チャンネルに挿通配置する。（図１０等を参照
）
　ここで行う外科手術は、超音波内視鏡２による内視鏡画像と超音波断層像の観察下にて
行われるので、腹腔内臓器の対象部位の近傍や、直接目視できない臓器内部の血管，他臓
器等、手術対象以外の部位に対して損傷を与えないように手技を実行することができる。
この外科手術が完了したら、超音波内視鏡２の処置具チャンネル，処置具挿入口２１より
外科用処置具を抜去する。さらに、穿孔部（１０２ｂ）に挿入している超音波内視鏡２の
先端部を腹腔内より抜去する。このとき、超音波内視鏡２の先端部は胃１０２の内部に留
めておく。
【００７２】
（７）続いて、胃１０２内に留め置いた超音波内視鏡２による内視鏡画像の観察下にて、
上記（４）の工程で穿孔した胃壁１０２ａの穿孔部１０２ｂを縫合する処置を行う。その
ために、超音波内視鏡２の処置具挿入口２１から縫合具２４を挿入し、当該縫合具２４を
処置具チャンネルに挿通配置する（特に図示せず。なお図１１参照）。そして、超音波内
視鏡２の先端から突出させた縫合具２４、例えばクリップ等を用いて所定の手順で穿孔部
１０２ｂの縫合処置を行う。この縫合処置が完了したら、超音波内視鏡２の処置具チャン
ネル，処置具挿入口２１より縫合具２４を抜去する。その後、超音波内視鏡２を管腔臓器
（胃１０２）内より抜去する。
【００７３】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、ＮＯＴＥＳ手技の外科手術、即ち超
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音波内視鏡２による観察下で管腔臓器から腹腔内臓器に対する外科手術等の処置を行なう
手技において、管腔臓器の外側に他臓器や血管等が存在しない位置を超音波内視鏡２によ
る超音波断層像にて特定し、その特定位置に対して穿孔するようにしたので、腹腔側の気
腹を行うために管腔臓器側から針管を穿刺する場合や、管腔臓器の内壁面（胃壁等）を切
開して穿孔する場合に、外科手術等の処置の対象となる腹腔内臓器以外の他臓器や血管等
、不要な部位を損傷してしまうことを抑止することができる。
【００７４】
　全ての手技工程を、超音波内視鏡２による観察画像の観察下で実行することができるの
で、内視鏡自体の入れ替えを行なうようなの工程を省くことができる。したがって、安全
性を確保しながら、迅速かつ効率的な処置を実行することができる。
【００７５】
　具体的には、例えば、胆嚢には胆嚢動脈という大きな動脈が通っていることから、この
胆嚢摘出手術を行う際には、超音波内視鏡２の超音波断層像の観察下において、当該胆嚢
動脈の通っている部位を特定することができる。したがって、この胆嚢動脈をクリップ等
による手段にて止血しておくことができる。よって、より高い安全性を確保することがで
きる。
【００７６】
　また、胆嚢管や副肝管の腹腔内における位置は、個人差が大きく、胆嚢や肝臓近傍の外
科手術等の際に、超音波内視鏡２の超音波観測機能を用いた観察下にて手技を行うことは
、これらの臓器や管等を損傷しないようにする手段として、本発明のシステム及び手技を
適用することは極めて有用である。
【００７７】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない
範囲内において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さら
に、上記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件に
おける適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態
に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課
題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が得られる場合には、
この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【００７８】
［付記］
　上記発明の実施形態により、以下のような構成の発明を得ることができる。
【００７９】
（１）　　（基本）
　経自然開口的に管腔臓器内に導入した内視鏡による画像を観察しながら管腔臓器面に開
口を形成し、この開口から腹腔内に前記内視鏡を導入して腹腔内臓器の観察や処置を行な
う手技において、以下の工程のうち一つ以上の工程で前記内視鏡に代えて超音波内視鏡を
使用する手技。
【００８０】
　内視鏡を被検者の自然開口より対象管腔臓器まで挿入する工程、
　前記内視鏡の観察下で他臓器や血管が無い部位を特定する確認工程、
　前記確認工程にて特定した特定部位にマーキング器具でマーキングを施す工程、
　前記対象管腔臓器の周囲の腹腔内を気腹するための気腹用処置具を挿入する工程、
　前記気腹用処置具にて腹腔内を気腹する工程、
　前記内視鏡の観察下で前記対象管腔臓器を穿孔するための穿孔処置具を挿入する工程、
　前記確認工程により前記対象管腔臓器の外側の腹腔内の安全が確認された部位を前記穿
孔処置具で穿孔する工程、
　前記穿孔部位から腹腔内に前記内視鏡を挿入する工程、
　腹腔内臓器に対する処置を行なうための外科用処置具を前記穿孔部から挿入する工程、
　前記内視鏡の観察下で外科手術を行なう工程、
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　前記内視鏡及び前記外科用処置具を前記穿孔部から抜去する工程、
　前記内視鏡の観察下で前記穿孔部を縫合するための縫合具を挿入する工程、
　前記内視鏡の観察下で前記縫合具を用いて前記穿孔部を縫合する工程。
【００８１】
（２）　　（超音波内視鏡に代えて超音波プローブを用いる場合）
　付記（１）に記載の手技おいて、
　前記超音波内視鏡に代えて、前記内視鏡の処置具チャンネルに挿通配置する超音波プロ
ーブを用いる手技。
【００８２】
（３）　　（超音波内視鏡に限定する場合）
　経自然開口的に管腔臓器内に導入した内視鏡による画像を観察しながら管腔臓器面に開
口を形成し、この開口から腹腔内に前記内視鏡を導入して観察や処置を行なう手技は、以
下の工程を含む。
【００８３】
　超音波内視鏡を被検者の自然開口より対象管腔臓器まで挿入する工程と、
　前記超音波内視鏡で前記対象管腔臓器の外側を観察し、他臓器や血管が無い部位を特定
する確認工程、
　前記確認工程にて特定した特定部位にマーキング器具でマーキングを施す工程、
　前記超音波内視鏡の観察下で前記対象管腔臓器の外側の部位を気腹するための気腹用処
置具を挿入する工程、
　前記超音波内視鏡の観察下で前記気腹用処置具にて腹腔内を気腹する工程、
　前記超音波内視鏡の観察下で前記対象管腔臓器を穿孔するための穿孔処置具を挿入する
工程、
　前記確認工程において、前記対象管腔臓器の外側の腹腔内の安全が確認された部位を前
記穿孔処置具で穿孔する工程、
　前記穿孔部位から前記超音波内視鏡を挿入する工程、
　腹腔内臓器に対する外科手術を行なうための外科用処置具を前記穿孔部から挿入する工
程、
　前記超音波内視鏡の観察下で他臓器や血管に損傷を与えないように外科手術を行なう工
程、
　前記超音波内視鏡及び前記外科用処置具を前記穿孔部から抜去する工程、
　前記超音波内視鏡の観察下で前記穿孔部を縫合するための縫合具を挿入する工程、
　前記超音波内視鏡の観察下で前記縫合具を用いて前記穿孔部を縫合する工程。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第１の実施形態の超音波内視鏡システムの全体構成を示す概略構成図。
【図２】本実施形態の超音波内視鏡システムにおける穿孔処置具の一例を示す概略構成図
。
【図３】本実施形態の超音波内視鏡システムにおける穿孔処置具の他の一例を示す概略構
成図。
【図４】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、超音波内視鏡
を体腔内に挿入し胃の内部及び外側の様子を観察する工程を示す図。
【図５】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、図４の一部を
拡大し［Ｖ］－［Ｖ］線に沿う断面を示す図。
【図６】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、穿孔処置具を
超音波内視鏡の処置具チャンネルを介して胃の内部にまで挿入し、所定部位を穿孔する工
程を示す図。
【図７】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、図６の一部を
拡大し［ＶＩＩ］－［ＶＩＩ］線に沿う断面を示す図。
【図８】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、穿孔処置具に
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【図９】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、穿孔部位から
超音波内視鏡を挿入し、対象部位を観察する工程を示す図。
【図１０】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、超音波内視
鏡と外科用処置具を穿孔部から腹腔側へと挿入し外科手術を行なう工程を示す図。
【図１１】本実施形態の超音波内視鏡システムの作用を説明する図であって、縫合具を挿
入し穿孔部を縫合する工程を示す要部拡大図。
【符号の説明】
【００８５】
１……超音波内視鏡システム
２……超音波内視鏡
３……内視鏡観察装置
４……超音波観測装置
５……表示装置
６……光源装置
１１……挿入部
１２……操作部
１３……ユニバーサルケーブル
１４……コネクタ部
１６……先端硬質部
１７……湾曲部
１８……可撓管部
１９……超音波観測ユニット
２０……内視鏡観察ユニット
２１……処置具挿入口
２２……処置具等
２２Ａ，２２Ｂ……気腹器
２２Ａｇ，３３……気体供給器
２３……外科用処置具
２４……縫合具
３４……高周波発生装置
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